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*1 Internet of Things の略で、あらゆる物がインターネットを通じてつながる

ことによって実現する新たなサービス、ビジネスモデル、またはそれを可能とす

る要素技術の総称。

*2 Artificial Intelligence の略で、人工知能のこと。

*3 Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のこと。

*4 Digital Transformation の略で、情報通信技術が社会のあらゆる領域に浸透

することによってもたらされる変革。

- 1 -

１ 計画策定の背景と目的
近年 スマートフォンの普及 ＩｏＴ モノのインターネット の発達やネッ、 、 （ ）

*1

トワークの高速化・大容量化 またＡＩ などデジタル技術の進歩により 画像・、 、
*2

映像データ、位置情報、センサー情報などの大量のデータがリアルタイムで蓄積

、 、・解析・流通され インターネットを通じて利用することが可能となるとともに

それを利用したネットワーク上の様々な先端技術は、市民の新たなライフスタイ

ルを可能とし、都市づくりや自治体のあり方に大きな影響を与えるまでになって

います。

一方 秋田市人口ビジョン に示されたとおり 本市の少子高齢化 人口減少、「 」 、 、

は今後一層進み 働き手となる生産年齢人口は2040年には50%を下回り 公共サー、 、

ビス分野においても人材の不足は深刻化することが予想されます。

限りある経営資源を効率的に活用し、安定した質の高い公共サービスを提供す

るためには 行政の各分野において ＩＣＴ やＡＩをはじめとしたデジタル技術、 、
*3

を活用し、行政手続の簡素化や行政運営の効率化などによる業務改革を進め、市

民の利便性向上を図ることが必要です。

こうした中、国では2015（平成28）年、国や地方公共団体等が所有する官のデ

ータと事業所等が所有する民のデータを活用することにより、安心・安全な社会

「官民データ活用推進基本法」や快適な生活環境の実現に寄与することを求めた

平成28年法律第103号 以下 基本法 という が成立 市町村が官民データ（ ）（ 「 」 。） 。

の推進に関する施策についての基本的な計画の策定に努めるよう求められました。

これに加え 2020(令和２ 年には 行政のデジタル化の集中改革を強力に推進、 ） 、

するため 2020年12月25日閣議決定）が策定、「デジタル・ガバメント実行計画 （」

され、マイナンバー制度と国・地方を通じたデジタル基盤の在り方を含め、抜本
*4

的な改善が必要であるとの認識が示されました 同時に策定された。 「自治体ＤＸ

では、全国の地方自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体的推進計画」

「デジタルの活に提示し、各自治体が目指すべきデジタル社会のビジョンとして

用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ

が示されてが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」

います。

このような背景にあって、市民に身近な行政を担う自治体、とりわけ市区町村

としての本市の役割は、極めて重要なものといえます。



*5 情報システムのハードウェア、ソフトウェア、データなどを外部のデータセン

ター等において管理・運用し、ネットワーク経由で利用することができるように

する取組のこと。

*6 Evidence Based Policy Making の略で、客観的な証拠に基づき、政策や施策

の企画および立案が行われること。
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このような状況の中 本市においても 第14次秋田市総合計画 である 県都、 、「 」 「

『あきた』創生プラン （以下「総合計画」という ）において、総合計画を推進」 。

する視点として 行政のデジタル化の推進 を設定するとともに 創生戦略にお、「 」 、

いても「先端技術を活用した地域の活性化」を掲げ、本市全体のデジタル化を進

めることとしております。

コロナウイルス感染症がもたらした新たなライフスタイルや地域課題を解決

し、人口減少下にあっても元気な秋田市と暮らしの豊かさを持続させ、次世代に

引き継いでいくためには、本市の行政各分野においてＩＣＴやＡＩをはじめとし

た、最先端のデジタル技術を積極的に活用した取組が必要であり、国・県と連携

しながら、内部の行政事務を効率化し、市民の利便性を高める「行政情報化の推

進」と本市の経済を活性化する基盤をつくり、市民にとって満足度の高いサービ

スを実現する「地域情報化の推進」のための変革が必要とされます。

「秋田市デこのため、本市では、独自のデジタル技術の活用施策も取り込んだ

（以下「本計画」という ）を策定し、市民や事業者等がデジジタル化推進計画」 。

タル化の具体的なメリットを実感でき、市役所に来なくても各種行政手続が可能

、 、となる として新たな行政サービスを提供するとともに 業務「 」デジタル市役所

データ システムの標準化やクラウド利用 等を推進することにより 経費の削減、 、
*5

や職員の事務負担軽減を図り、本市が抱える諸問題の解消や地域課題の解決を図

っていくものです。

また、併せて、国が示す枠組みである官民データ活用の推進や、官民データの

活用により得られた統計や業務データなどの客観的な証拠に基づき、政策や施策

の企画および立案が行われること ＥＢＰＭ にも 効率的な行政の推進や市民（ ） 、
*6

の行政に対する信頼性向上のために本計画で取り組んで参ります。
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２ 本市の現状と課題

(1) 人口減少と少子高齢化

本市の人口は、戦後、周辺町村との合併を経て急増し、高度経済成長期以降

も一貫して増加を続けましたが、2003（平成15）年には減少に転じています。

2005 平成17 年には河辺町・雄和町と合併して33万人に達しましたが その後（ ） 、

も減少が続き 現在は約30万３千人となっており 国立社会保障・人口問題研究、 、

所（以下「社人研」という。）によると、2045（令和27）年には、22万６千人

（2015（平成27）から約28％減少）になると推計されています。

[総人口の推移]

、 、年齢３区分別人口の推移をみると生産年齢人口は 戦後増加を続けましたが

2005（平成17）年以降は減少に転じています。

年少人口は 1950年代前半には 団塊の世代 1970年代には 団塊ジュニア、 「 」、 「

世代 の誕生により増加しましたが 長期的には減少傾向が続き 1990年代後半」 、 、

には老年人口を下回っています。

老年人口は、生産年齢人口が順次老年期に入り、また、平均余命が延びたこ

とから 一貫して増加を続けていますが 2020年代以降は10万人前後で推移する、 、

と推計されています。

、 、 、今後は 年少人口割合が減少する一方 老年人口割合は一貫して増加を続け

2045 令和27 年には生産年齢人口割合を上回ると推計されており 老年人口割（ ） 、

合の増加により、社会保険制度への影響のほか、地域における介護の需要増加

や、介護人材の不足等が予想されます。



- 4 -

［年齢３区分別人口の割合の推移］

こうした状況から、公共サービス分野においても人材の不足は深刻化するこ

とが予想されます 今後は生産年齢人口の減少への対策として 限りある経営資。 、

源を効率的に活用し、安定した質の高い公共サービスを提供することが求めら

れることから 行政の各分野において ＩＣＴやＡＩをはじめとしたデジタル技、 、

、 、術を活用し 行政手続の簡素化や行政運営の効率化などによる業務改革を進め

市民の利便性向上を図ることが必要です。

(2) 本市におけるデジタル化の状況

本市では、これまで、デジタル化推進に係る具体的な取組として、各種届出

やイベントの申込に係る電子申請 市税に係る申告 eＬＴＡＸ 文化施設・ス、 （ ）、

ポーツ施設の利用に係る公共施設・案内予約システムなどを展開し、市民サービ

スの向上に努めてきました。

また、庁内におけるデジタル化の推進としては、行政情報ネットワークの整

備、文書管理・財務会計システム、基幹システムの最適化など様々なシステム

や情報基盤の整備に積極的に取り組んできたところです。



*7 スマートフォン等を通じた位置情報や行動履歴、インターネットやテレビでの

視聴・消費行動等に関する情報また小型化したセンサー等から得られる膨大なデ

ータのこと。

*8 Robotic Process Automation の略で、定型的なパソコン操作をソフトウェア

のロボットにより自動化する技術のこと。

*9 コンピュータやネットワークの技術を駆使して、勤務場所や勤務時間の制約を

受けずに仕事に取り組む新しい働き方。

- 5 -

しかしながら、近年のインターネットサービスやＩＣＴ技術の発展、ＡＩ、

ビッグデータ およびＲＰＡ といった先端的な技術の進展により、さらなる市民
*7 *8

の利便性向上と行政事務の能率化を可能とするデジタル環境が整いつつあるな

か、新たなデジタル化施策の展開が求められております。

(3) 社会変容への対応

経済活動上の効率性や合理性などから、これまで、大都市への人やモノの集

中が進んできましたが 新型コロナウィルス感染症の影響により 東京一極集中、 、

や大都市の過密さがリスクや弱点として広く認識されるようになり、テレワー

ク や手続のオンライン化等の 新しい生活様式 への対応が求められ 社会の
*9

「 」 、

あり方や人々の生き方、価値観に大きな変化が生じています。

「 」 、 、地方で生きる ことの価値と意義を改めて捉え直す 大きな転機となる今

新型コロナウイルス感染症の影響により社会変容への対応が求められており、

（ ）非接触・遠隔等の新しい働き方やデジタル・トランスフォーメーション ＤＸ

等を推進する必要があります。

３ 計画の位置付けと期間

(1) 計画の位置付け

本計画は、本市の最上位計画である「総合計画」における、基本構想の体系

下にある個別計画として位置づけるものであり、本市がデジタル化を推進する

ことにより市民の利便性の向上を図るための施策についての基本的な計画で

す。

また 第７次秋田市行政改革大綱 における ＩＣＴの利活用による本市の、「 」 、

情報化推進施策の推進および情報システムの最適化・効率化を図る計画として

位置づけるほか、基本法第９条第３項に規定する官民データ活用推進基本計画

に即した計画としても位置づけるものです。

(2) 計画期間

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年度とします。
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４ 推進体制
本計画の推進にあたっては が、デジタ、「 仮称）秋田市デジタル化推進本部」（

ル化に係る取組を企画・調整し、業務所管課へ技術的な指導・支援を行うなど、

本市全体のデジタル化を部局横断的に推進することとします。

また、本市全体としての推進には、実施部門である各部との連携、協力が不可

仮称 デジタル化欠であるため 本市のデジタル化推進の中心的な役割を担う、 「（ ）

を設置し、本計画の取組状況の確認、各施策の進捗管理および効果に推進会議」

関する評価・分析を行い、必要に応じて本計画の見直しを実施します。

デジタル化推進体制(案)

市 長

副市長（ＣＩＯ）

（仮称）デジタル化推進本部長

デジタル化推進会議

メンバー 各部からのＩＣＴ関係代表者

事務 （仮称）デジタル化推進本部

〃 企画財政部情報統計課

５ デジタル化の推進に関する施策の基本的な方針
デジタル化の推進に係る新たな施策の展開が求められていることから、デジタ

ル化の推進に関する施策として

・ 手続における情報通信の技術の利用等に関する取組」「

・ 官民データの容易な利用等に係る取組」「

・ 個人番号カードの普及および活用に係る取組」「

・ 利用の機会等の格差の是正に係る取組」「

・ 情報システムに係る規格の整備および互換性の確保等に係る取組」「

・ 先端技術を活用した取組」「

の６つの取組に係る基本的な方針を定め、さらなる市民の利便性の向上および

業務効率化を推進します。



*10 Business Process Reengineering の略で行政サービスの利用者の利便性向上

や行政運営の簡素化および効率化に向けた業務改革のこと。

*11 行政が保有するデータを加工・編集等が可能な形で公開し、営利・非営利を

問わず、自由な利用を可能にすることにより、新たな価値を創造すること。

*12 インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない

者との間に生じる格差のこと。
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（ ）(1) 手続における情報通信の技術の利用等に係る取組 オンライン化原則

「すぐ使える 「簡単 「便利」な行政サービスを実現するため、従来の紙文」 」

化から脱却し 「官民データ利活用に向けた行政手続等におけるオンライン化、

（本人確認および手数料支払いのオンライン化を含む 」と、それに伴う情報。）

システム改革・業務の見直し ＢＰＲ および添付書類の省略を推進すること（ ）*10

で、利用者中心の行政サービスを実現し、利用を促進します。

(2) 官民データの容易な利用等に係る取組（オープンデータの推進）

本市では、平成30年７月からオープンデータ の公開に取り組んできました
*11

が 様々な主体が容易に活用できるよう オープンデータ基本指針 平成29年、 、「 （

５月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦

略会議決定。令和元年６月７日改定 」等を踏まえて、本市が保有するデータ。）

のオープンデータ化を推進します。

(3) 個人番号カードの普及および活用に係る取組

（マイナンバーカードの普及・活用）

国においては「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に

関する方針 令和元年６月４日デジタル・ガバメント閣僚会議 や骨太の方針」（ ）

等を踏まえ、令和３年３月から本格運用が開始される健康保険証としての利用

等の取組を着実に進め、マイナンバーカードの普及・利活用を推進していくこ

ととしており 全国の市区町村に対し 交付円滑化計画 の策定が要請されて、 、「 」

います。

、 、本市においても 策定した交付円滑化計画に沿った施策を実施するとともに

行政サービスにおける個人番号カードの利用を推進することで、行政の事務負

担の軽減および市民の利便性向上を図ります。

(4) 利用の機会等の格差の是正に係る取組（デジタルデバイド 対策等）
*12

地理的な制約、年齢、身体的な条件、その他の要因に基づく情報通信技術の

利用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図り、デジタル化や官

民データ活用を通じたサービスの開発および提供その他の必要な措置を講ずる

ことが必要とされています。



*13 ウェブサイトにある情報や機能の利用しやすさのこと。

*14 様々なシステム間の連携を可能にするために定めた各システムが準拠すべき

業務面や技術面のルールのこと。
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また、高齢者や障がい者の方も含めた誰もが行政のウェブサイトを利用しや
*13

すいようにするため 引き続き 行政等のウェブサイト等のアクセシビリティ、 、

に係るガイドラインに基づく対応を図り、引き続きアクセシビリティの確保と

向上に努め、情報の提供や発信に向けた取り組みを進めます。

(5) 情報システムに係る規格の整備および互換性の確保等に係る取組（標

準化、デジタル化、システム改革、業務の見直し（ＢＰＲ ））

行政サービスの利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、総合的なデジ

タル化、業務の見直し（ＢＰＲ）や情報システムの改革を推進します。

この実現のため、情報システムにおいては、クラウド化などの共用化を促進

することで、情報システムの運用経費削減、セキュリティ水準の向上、災害時

における業務継続性の確保を図っていきます。

、 （ 、 、また 秋田市内における各種データの標準化 共通語彙基盤 文字情報基盤

地域情報プラットフォーム標準仕様 中間標準レイアウト仕様への準拠等 を
*14
、 ）

図り、官民でのデータ流通を促進することで、民間の活力を活用した地域課題

の解決に繋げます。

(6) 先端技術を活用した取組

国の デジタル・ガバメント実行計画 においても ＡＩやＲＰＡなどのデ「 」 、「

ジタル技術は地方公共団体の業務を改善する有力なツールであり、限られた経

営資源の中で持続可能な行政サービスを提供し続けていくために今後積極的に

活用すべきものである 」とされています。。

本市においても、防災や福祉、産業等、各分野にＡＩやＩｏＴなどの先端技

術の導入を進めるとともに、ＲＰＡなどを活用することにより、市民の満足度

を高め、業務の効率化を図ることとします。

その他(7)

(1)から(6)以外にも、間接的にデジタル化を推進し、市民の利便性や経済の

発展へとつながる事業を進めていきます。



*15 官公庁や重要インフラ事業者等を狙った標的攻撃等の新たなサイバー攻撃に

対するセキュリティ対策のこと。

本市における情報資産に対する安全対策を推進し、市民等の信頼確保とともに、*16

地域の情報基盤の充実に貢献するために策定されたもの。
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６ セキュリティおよび個人情報の適正な取扱いの確保
秋田市デジタル化推進計画の実施にあたっては サイバーセキュリティ 基本、「

*15

法（平成26年法律第104号 「サイバーセキュリティ戦略（平成27年９月４日閣）」、

議決定 地方公共団体における情報セキュリティポリシー に関するガイドラ）」、「
*16

イン 「秋田市情報セキュリティポリシー」に基づく適切な情報システムの運用」、

体制を確保するほか 「個人情報の保護に関する法律 」および「秋田市個人情報、

保護条例」に基づく適切なデータの公開、運用を図ることとし、データ活用に係

る市民の不安の払拭に努めることとします。


